
  

 

 就学援助の認定基準額を他の政令市や府

下市の平均値である生活保護の 1.15倍にし、

経済的にお困りの世帯を支援します。 

平成 26 年度小・中学校教育振興事業（就学援助予算） 

  

公立の小・中学校に就学させるにあたって、

経済的な理由により就学困難なご家庭にお子

さんが学校で安心して勉強できるよう、給食

費や学用品費などの費用の一部を援助する制

度です。 

法的根拠 

学校教育法 第 19条 

 経済的理由によって就学困難と認め

られる学齢児童又は学齢生徒の保護者

に対しては、市町村は、必要な援助を与

えなければならない。 

 

262万円 

301万円 

認定基準所得 

25年度 

  

26年度 

予算要求 

 

 

  現在、国の基準額より低い支給単価となっ

ている学用品費及び入学用品費等を国の基準

額に戻すことにより、保護者負担の軽減を図

ります。 

認 定 基 準 額 

※4人世帯（35歳、30歳、9歳、4歳）で試算しています。 

※平成 25年度政令市の平均は 297万円です。 

約 666 人

支給増 

小学生 

中学生 

【支給額】（消費税 8％反映） 

     （現行）  （平成 26年度予算要求額） 

学用品費  10,080円⇒15,210円（国基準） 

入学用品費 17,730円⇒20,470円（国基準） 

※給食費、修学旅行費は実費支給です。 

【支給額】（消費税 8％反映） 

     （現行）  （平成 26年度予算要求額） 

学用品費  17,400円⇒26,800円（国基準） 

入学用品費 20,730円⇒23,560円（国基準） 

※修学旅行費は実費支給です。 

 
「就学援助」とは 

経済的困難な世帯を支援するため

に 

 

支給額を増やして支援するために 

 

◎市から国に対し、就学援助への財政措置要望は引き続き行っていきます。 


